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師走の候、保護者、地域の皆様におかれましては、日頃より学校行事への参加や子どもたちの見守りな
ど、本校の学校教育活動にご理解とご協力をいただきまして、心より感謝申し上げます。 

 早いもので、今年も１年が終わろうとしています。学校では１年のまとめとして、自分のできたことや
もう少し頑張りたいことなどを振り返り、新年に向けてめあてを考えています。今号は「休日や放課後の
過ごし方」についてお知らせします。秋季休業前に、お子様と一緒にご一読お願いします。 

 

〇休日や放課後の過ごし方

 

 

 来年４月１日から自転車の交通違反に対して反則金が課せられます。これは 16 歳以上の全ての自転車利
用者が取り締まりの対象となります。 

引用：千葉市青少年サポートセンター 広報紙 「フェアウェイ 第 275号」 

《交通事故から身を守るために》 
１ 自転車は乗る前に安全点検をし、正しい乗り方で乗ります。 

 ２ 自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶります。 
 ３ 自転車の二人乗りは、絶対にしません。 
 ４ 道路やマンションの駐車場では遊びません(ﾎﾞｰﾙ遊び､ﾛｰﾗｰｽｹｰﾄ､ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ､ﾛｰﾗｰｼｭｰｽﾞなど)。 
    ５ 横断歩道や信号機のあるところを安全確認してから渡ります。 
 

《安全に過ごすために》 
１ 夏休み同様 １０：００までは家で過ごします。 

         １７：００の『夕焼け小焼け』は家で聞くようにします。 
２ 子どもだけで外出するときは、いつ、どこで、だれと、何をするのか。何時に帰るのかを家の人に伝える

ようにします。 
 ３ 子どもだけで、学区外やゲームセンター、カラオケなどの遊戯施設（四街道のイトーヨーカ堂やフレスポ、

ワンズモールなど）には行かないようにします。 
 ４ 公園はみんなの場所です。ルールやマナーを守って、地域の人も安心して使えるようにします。 
 ５ お金の使い方に注意しましょう（使う分だけを持ち出す。レシートを家の人に見せる）。 
 ６ 保護者が不在の友達の家には、入らないようにします。 
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【主な違反行為と反則金】 
〇携帯電話を手に持って操作する「ながら運転」・・・１万 2000 円 
〇傘さし運転、イヤホンをつけて周囲の音が聞こえないような状態での運転・・・5000 円 
〇並走や二人乗り・・・3000円 
☆113種類の違反が対象になるようです。 
 また、千葉県のヘルメット着用率は、全国ワースト４位の 7.9％（令和７年度 警視庁調査）と
全国平均の 21.2％を大きく下回っています。ヘルメットの着用は、自分の命を守ることに繋がりま
す。 



 自転車の安全な乗り方は、一朝一夕には身に付きません。日頃から安全な乗り方ができるようお声かけ
をお願いします。 
また、千葉県自転車安全利用ルールとして「ちばサイクルール」があります。こちらも併せてお読みく

ださい。 

 
 事件や事故に合わない、巻き込まれないように上記のことを守るようにお子様へお声かけください。学
校では不審者に会った際の合言葉として「いかのおすし」を指導しています。冬休み中においてもご注意
ください。 

     

学校生活や放課後の過ごし方、登下校に関して何かありましたら、上記までご連絡いただけると幸いです。 

《危険から身を守るために》 
 １ 危険な場所へ近寄りません。 
 ２ 火を使った遊びはしません。 
 ３ 知らない人の車には乗りません。 
 ４ ちかんや不審者にあったら、大きな声で助けを求め、すぐに逃げます。 
５ 夜のひとり歩きはしません。やむを得ない場合は、明るく人通りの多いところを歩きます。 
６ スマートフォン・携帯電話・パソコンなどは、保護者に利用するサイトを伝えて使います。 
７ SNSやメールなどで、人の悪口や名前等の個人情報を書き込んではいけません。 

※ 子ども家庭庁「ネットの危険から子どもたちを守るために」をお読みください。 

千葉市立山王小学校 
電話：043-422-2811 
生徒指導担当 

https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/koutsuuanzen/jikoboushi/jitensha/gosoku.html
https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou
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